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令和５年第１回相楽郡広域事務組合議会臨時会審議結果 
 

                           令和５年３月２７日 

相楽郡広域事務組合 

 

令和５年第１回相楽郡広域事務組合議会臨時会が、３月２７日(月)に大谷処

理場会議室において会期１日間で開催されました。 

 今臨時会では、議会の個人情報の保護に関する条例の制定など６件の議案が

上程されましたが、いずれも慎重な審議の末、原案のとおり可決されました。 

 

○提出議案 

議案番号 件  名 提案理由･概要 議決結果 

発  議 

第 １ 号 

相楽郡広域事務組合 

議会の個人情報の保 

護に関する条例の制 

定について 

「デジタル社会の形成を図るための

関係法律の整備に関する法律」（令和３

年法律第３７号）の公布により、「個人

情報の保護に関する法律」（平成１５年

法律第５７号）が改正され、個人情報保

護制度が地方公共団体にも適用される

こととなりました。 

ただし、議会については、改正後の個

人情報保護法の適用対象外とされたこ

とから、同法の施行日（令和５年４月１

日）以降の議会の個人情報の取扱いを規

定するため、本条例を制定するもので

す。 

可 決 

（全会一致） 
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議  案 

第１０号 

相楽郡広域事務組合

行政手続条例の制定

について 

「行政手続法」（平成５年法律第８８

号）第３８条の規定の趣旨により、本組

合の許認可、処分、行政指導、届出に関

する手続きについて、行政運営における

公正の確保と透明性を図るため、本条例

を制定するものです。 

可 決 

（全会一致） 

議  案 

第１１号 

相楽郡広域事務組合

個人情報の保護に関

する法律施行条例の

制定について 

 「デジタル社会の形成を図るための関

係法律の整備に関する法律」（令和３年

法律第３７号）の公布により「個人情報

の保護に関する法律」（平成１５年法律

第５７号）の一部が改正されたことに伴

い、本条例を制定するものです。 

可 決 

（全会一致） 

議  案 

第１２号 

相楽郡広域事務組合

情報公開条例の全部

を改正する条例につ

いて 

「相楽郡広域事務組合情報公開・個人

情報保護審査会条例」（平成１８年３月

制定）の全部改正に伴い、所要の改正を

行うものです。 

可 決 

（全会一致） 

議  案 

第１３号 

相楽郡広域事務組合

情報公開・個人情報保

護審査会条例の全部

を改正する条例につ

いて 

「相楽郡広域事務組合個人情報の保

護に関する法律施行条例」の制定によ

り、「相楽郡広域事務組合個人情報保護

条例」（平成１８年３月制定）が廃止さ

れることに伴い、所要の改正を行うもの

です。 

可 決 

（全会一致） 

議  案 

第１４号 

相楽郡広域事務組合

職員定数条例の全部

を改正する条例につ

いて 

「個人情報の保護に関する法律」が改

正されたことに伴い、現在の本組合にお

ける個人情報に関する条例等の改正整

備に際し、議会、監査委員及び公平委員

会の事務を担当する職員の定めが不明

確であるため、所要の改正を行うもので

す。 

可 決 

（全会一致） 

 


